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東京大学（海洋研）総合研究棟施設整備等事業 

実施方針に関する質問回答 

 

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

1 ① 

大学が重要

と考える事

項 

3 Ⅰ 6 4 1 ｱ  

国内外的な最先端の海洋研究

機関で､貴大学が目指す最先端

の海洋研究機関について具体

的にご教示下さい。 

要求水準書､東京大学海洋研究

所ホームページ(http://www.o

ri.u-tokyo.ac.jp/info/forco

lleagues.html)､東京大学海洋

研究所要覧等を参照してくだ

さい。 

2 ① 

大学が重要

と考える事

項 

3 Ⅰ 6 4 1 ｱ  

｢絶えず最高の研究環境を提供

できる研究教育機能を持つこ

と｣とありますが､今後海洋研

究が進む最先端の方向性につ

いてご教示下さい。 

要求水準書､東京大学海洋研究

所ホームページ(http://www.o

ri.u-tokyo.ac.jp/info/forco

lleagues.html)､東京大学海洋

研究所要覧等を参照してくだ

さい。 

3 ① 

大学が重要

と考える事

項 

3 Ⅰ 6 4 1 ｲ  

貴大学が現在想定している､教

員と学生と職員の交流の場の

活用方法を具体的にご教示く

ださい。 

要求水準書等を参照してくだ

さい。 

4 ① 
本事業計画

地面積 
3 Ⅰ 6 4 2   

本事業計画地面積 8300 ㎡とあ

りますが､敷地の正確な寸法の

わかるデータあるいは図面を

いただけますでしょうか。 

本質問回答の公表と同日付で､

閲覧資料を用意しています。 

5 ① 
周辺家屋影

響調査等 
3 Ⅰ 6 4 3 ｱ 5 

周辺家屋影響調査･対策業務及

びその関連業務には､電波障害

調査やその対策業務等を含む

可能性がありますか。 

事業の範囲には､｢施設整備に

係る電波障害調査･対策業務及

びその関連業務｣は含まれませ

ん。 

6 ① 
入札参加者

の構成要件 
5 Ⅰ 8 1 1 ｲ  

構成員は選定事業者から直接

業務を受託する必要がありま

すでしょうか。 

お考えのとおりです。構成員

は選定事業者から直接業務を

受託し､かつ､選定事業者に出

資する必要があります。なお､

協力会社は選定事業者から直

接業務を受託する必要はあり

ますが､選定事業者に出資する

必要はありません。 

5 Ⅰ 8 Q 1 ｲ  



 （２）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

8 ① 

設計に当た

る者の資格

要件 

7 Ⅰ 8 1 3 ｱ 5 

設計各技術者の実績について､

平成 9 年度以降に業務完了し

ていれば､平成 9 年度より前に

従事が開始していてもよい､と

考えてよろしいのでしょう

か。 

お考えのとおりです。 

9 ① 

設計に当た

る者の資格

要件 

7 Ⅰ 8 1 3 ｱ 5 

設計各技術者の実績について

は､元請でなくてもよいという

ことでしょうか。 

お考えのとおりですが､当該担

当者は相当程度の責任をもっ

て業務に従事した者(管理技術

者又は管理技術者の下で各担

当業務における担当技術者を

総括する役割を担った者)であ

る必要があります。 

10 ① 

設計に当た

る者の資格

要件 

7 Ⅰ 8 1 3 ｱ 5 

設計の各担当業務が完了した

とは(平成 9 年度以降で､かつ)

競争参加資格確認の基準日(参

加表明書等の提出期限日､つま

り 2007 年 8 月 10 日)までに業

務が完了することと考えるの

でしょうか。あるいは入札公

告日(2007 年 6 月 12 日)まで

に業務が完了したと考えるの

でしょうか。 

設計担当者の設計実績は､競争

参加資格確認の基準日までに

完了しているものとしてくだ

さい。 

11 ① 

設計に当た

る者の資格

要件 

7 Ⅰ 8 1 3 ｱ 5 

設計各技術者の実績について

は､一物件につき､基本設計･実

施設計の両方の実績を実施し､

完了したことが必要なのでし

ょうか。 

お考えのとおりです。 

12 ① 

設計に当た

る者の資格

要件 

7 Ⅰ 8 1 3 ｱ 5 

設計の管理技術者と主任担当

技術者についても兼務するこ

とができると考えてよろしい

でしょうか。 

お考えのとおりです。 

13 ① 

設計に当た

る者の資格

要件 

7 Ⅰ 8 1 3 ｱ 5 

設計の管理技術者及び主任担

当技術者についても､工事監理

者と同様に｢競争参加資格確認

申請書の提出時において､専任

で配置する者を決定できない

場合は､複数名の候補者をもっ

て競争参加資格確認申請書を

提出しても良い【＜様式 10＞

欄外下◆2 注記】｣と考えてよ

ろしいでしょうか。 

設計担当者(管理技術者及び主

任担当技術者)については､競

争参加資格確認申請書の提出

時に専任で配置する者を決定

してください。複数名の候補

者をもって競争参加資格確認

申請書を提出することはでき

ません。 

14 ① 
建設に当た

る者の資格
8 Ⅰ 8 1 3 ｲ 3 

｢(建築一式工事における実績

を含む。…｣とありますが､こ

ご質問の後段のとおりです。

電気工事及び管工事のための
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 （５）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

えてよろしいでしょうか。 

28 ① 

入札保証金

及び契約保

証金 

17 Ⅰ 15 2    

履行保証保険にかわり､金融機

関による保証や保証会社によ

る保証も許容されますでしょ

うか。 

履行保証保険契約としてくだ
る



 （６）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

柏地区キャンパス構内とは限

りません。 

33 ① 

<別紙> 

サービス購

入費の構成 

31 別 2 1    

建物の登記費用は大学負担と

いうことで､よろしいでしょう

か。(｢施設整備費相当⑦その

他の費用｣には含まないとの理

解でよろしいでしょうか。) 

お考えのとおり登記費用(登録

免許税)は大学の負担とします

が､大学が建物の登記を行う場

合には､事業契約書(案)第 36

条及び同別紙 8 に規定されて

いる協力が必要となります。 

34 ① 

<別紙> 

入札金額等

の算出方法

及びサービ

ス購入費の

支払方法等 

31 別 2 1    

明らかに維持管理側の過失が

無い､または経年劣化ではない

修繕についての負担は､大学側

の負担との解釈で宜しいでし

ょうか。 

お考えのとおりです。事業契

約書(案)第 57 条を参照してく

ださい。 

35 ① 

<別紙> 

施設整備費

相当の支払

手続 

33 別 2 2 2 ｱ  

施設整備費相当の支払日につ

いて､本施設の所有権の移転日

が平成 22 年 3 月 1 日から変更

した場合も､選定事業者は変更

後の日から 30 日以内に大学に

対して請求書を送付し､大学は

請求を受けた日の翌月 25 日に

お支払をするということでよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

36 ① 

<別紙> 

維持管理費

相当の支払

手続 

33 別 2 2 2 ｳ  

｢減額後サービス購入費の支払

額を選定事業者に速やかに通

知する｣とありますが､減額さ

れるされないに関わらず､業務

報告書受領後何日以内に通知

されるのか明示していただけ

ますでしょうか。 

業務報告書の受領後 7 日以内

に選定事業者に対して当該月

の減額ポイントを通知するこ

ととしており､当該 6 か月間

(平成 22 年 11 月支払分の第 1

回目のみ 7 か月間)の減額ポイ

ントに基づく維持管理費相当

のサービス購入費の減額率及

び減額後のサービス購入費の

支払額は計算によって求めら

れるものであり､大学の決裁等

を経て選定事業者に速やか(減

額ポイントの通知後遅くても

4 から 5 日以内)に通知するも

のとします。 

37 ② 

入札参加者

等を特定で

きる記載の

禁止につい

て 

3 Ⅱ 3     

入札参加者を特定できる記載

の禁止は､正本､副本に係わら

ず共通事項と考えてよろしい

でしょうか。 

お考えのとおりです。 

38 ② 提出書類の 3 Ⅱ 4 1    ローマ数字(小文字)となって ｢ローマ数字(小文字)となって



 （７）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

作成方法に

ついて 

いる項目への記載を行うこと

とありますが､提案書様式の枠

外等にローマ数字(小文字)記

載内容について記載する必要

はないと考えてよろしいでし

ょうか。また､記載が必要な場

合に提案書書面内の記載場所

をご教示ください。 

いる項目への記載は､必ず当該

項目に基づいてください。｣と

は､提案書本文のサブタイトル

として｢ローマ数字(小文字)と

なっている項目(簡略化は可)｣

を記載し､その後段に提案内容

を記載してくださいという意

味です。当該項目を様式の枠

外に記載する必要はありませ

ん。 



 （８）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

ｱ 



 （９）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

48 ② 

<様式 35> 

長期事業収

支 計 画 表

(損益計算

書) 

51 様 35     

単位は千円とありますが､提案

書の表示は千円単位であれば､

エクセルのセルの中の数値に

ついては､円単位の数値があっ

ても構わないということでよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

49 ② 

<様式 36> 

長期事業収

支 計 画 表

(資金収支

計算書等) 

52 様 36     

単位は千円とありますが､提案

書の表示は千円単位で､エクセ

ルのセルの中の数値について

は､円単位の数値があっても構

わないということでよろしい

でしょうか。 

お考えのとおりです。 

50 ② 

<様式 42> 

施設計画/a

創造性 (空

間の魅力) 

59 様 42     

貴大学が想定される､海洋研ら

しい機能について具体的にご

教示下さい。 

入札参加者の提案によるもの

とします。なお､要求水準書 1

6 頁の｢4) 内外装デザインの

基本コンセプト｣についても参

照してください。 

51 ② 

<様式 55-8>

Ｆ保守管理

費内訳 

30 様 55 8    

区分①～⑤を任意に変更する

ことは可能ですか(例えば､電

気設備､空調設備､熱源設備

等)。また､区分の｢①機器設

備｣とはどのような設備を指し

ますか。 

様式 55-8 の区分は変更しない

でください。なお､各区分の内

容等については､様式集(ＬＣ

Ｃ)1 頁の｢Ａ初期設備費の構

成｣などを参照してください。

52 ③ 

組織の沿革

と施設整備

の目的 

2 Ⅰ 1     

本研究所では､物理学･化学･地

学･生物学･生物資源学の研究

を進めてきたとありますが､前

述以外の他学に研究が及び場

合､貴大学が想定される学科を

ご教示ください。 

新たに研究対象となる学科に

ついて､現段階での具体的な想

定はありません。 

53 ③ 

組織の沿革

と施設整備

の目的 

2 Ⅰ 1     

総合研究棟に近接して整備を

予定されている､観測機器･試

料保管棟の柏キャンパス内で

の配置､規模､具体的保管機器

類等をご教示ください。 

観測機器･試料保管棟の配置

は､要求水準書資料 3 の｢観測

機器･試料保管棟用地｣のエリ

ア内とし､現段階での想定規模

等は､延べ面積 1,500 ㎡･2 階

建としています。 

54 ③ 

先端的 ･学

際的研究の

推進 

3 Ⅰ 2 1    

研究促進の基本単位となる各

部門･各センターがまとまりの

ある配置とありますが､各部門

･各センターの相関関係や建物

内での各居室の隣接･近接関係

をご教示下さい。 

要求水準書資料 18 の｢参考プ

ラン｣を参照してください。 

55 ③ 

共同利用研

究所として

の使命の実

3 Ⅰ 2 2    

研究者の有機的な交流を促す

施設とありますが､貴大学が想

定する有機的な交流について

要求水準書 5 頁の大学が本施

設において重視している計画

項目に関する説明の第二項､同
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質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

現 具体的にご教示下さい。 14 頁の｢6)学融合の促進と居

住性の向上｣などを参照してく

ださい。 

56 ③ 

参考プラン

と参考外観

イメージを

提示する趣

旨 

4 Ⅰ 4 1    

『(1)国内のみならず国際的な

最先端…』では､運営に必要な

エネルギーコストを削減する

こととありますが､最先端で最

高の研究環境を提供すること

は､環境に配慮した省エネルギ

ー提案と考えよろしいでしょ

うか。 

お考えのような意図ではなく､



 （１１）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

かになっている(確定してい

る)適用基準､又は軽微(軽易)

なものについては､この限りで

はありません。 

61 ③ 適用基準等 7 Ⅱ 3     

遵守すべき(1)～(6)の法規制

以外に､本計画建物に該当する

貴大学関係規則等を後日 HP 上

で公表頂けると考えてよろし

いでしょうか。 

本質問回答の公表と同日付で､

閲覧資料を用意しています。 

62 ③ 
東京大学規

定類 
8 Ⅱ 3 6    

東京大学柏地区危害予防規定､

東京大学柏地区自家用電気工

作物保安規程､東京大学海王研

究所放射線障害予防規程､東京

大学環境安全指針は後日 HP 上

にて公表頂けると考えてよろ

しいでしょうか。 

本質問回答の公表と同日付で､

閲覧資料を用意しています。 

63 ③ 
東京大学の

規定類 
8 Ⅱ 3 6 

1 

2 

3 

4 

  

東京大学の規定類の入手方法

を教えてください。 

本質問回答の公表と同日付で､

閲覧資料を用意しています。 

64 ③ 
東京大学の

規定類 
8 Ⅱ 3 6 

1 

2 

3 

4 

  

1)東京大学柏地区危害予防規

程､2)東京大学柏地区自家用電

気工作物保安規程､3)東京大学

海洋研究所放射線障害予防規

程､4)東京大学環境安全指針の

開示をお願いします。 

本質問回答の公表と同日付で､

閲覧資料を用意しています。 

65 ③ 

インフラ整

備状況 (電

気) 

8 Ⅱ 4 8 2   

高圧饋電盤 1 面増設となって

いますが､詳細な工事内容が分

かるような既存高圧盤の図面

仕様書等を開示してくださ

い。また､既存設備製造会社を

教えてください。 

本質問回答の公表と同日付で､

閲覧資料を用意しています。 

66 ③ 

インフラ整

備状況 (電

気) 

8 Ⅱ 4 8 2   

既存施設内の高圧盤増設スペ

ースや配線ルート､区画貫通な

どの工事内容を確認するため､

先端生命科学研究棟､既設共同

溝の必要部分の図面仕様書を

開示してください。 

本質問回答の公表と同日付で､

閲覧資料を用意しています。 



 （１２）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

備状況 (電

気) 

既存施設に何らかの対策が必

要な場合､その対策実施と費用

は本事業の範囲外と考えてよ



 （１３）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

窒素タンク

施設 

すること｣とありますが､高圧

ガス保安法にある製造者の届

出及び保安監督者の選任等に

ついては記載してございませ

ん。大学側で行うものと考え

てよろしいのでしょうか？ 

等は大学で行うものとします

が､届出等に必要な書類の作成

は､本事業における事業者の業

務範囲とします。事業契約書

(案)第 7 条を参照してくださ

い。 

77 ③ 

自動液体窒

素移送シス

テム 

11 Ⅱ 5 4 2 ｳ  

自動液体窒素移送システムに

ついて､詳細ご教示下さい。 

柏キャンパスの他のシステム

と相互に乗り入れが可能なシ



 （１４）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

ム) 教示下さい。 い。なお､本施設の各室に備え

る計量システムの想定機種は

ありません。コスト意識が誘

導されるようなご提案を期待

します。 

84 ③ 

エネルギー

の縮減 (計

量 シ ス テ

ム) 



 （１５）

質問項目・記載位置 





 （１７）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 



 （１８）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

�丼1) 





 （２０）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

す。 

ⅰ

①_



 （２１）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

ス) みＢＯＸ(給水･排水･都市ガス

一体型)を適宜設け…｣とあり

ますが､要求水準書(資料)の実

験室等の項を拝見しますと､事

務室系､電算機系室のＯＡ床ま

たはＦＡ床以外は特に二重床

の表記はなく､塗床材またはビ

ニルシート仕上げが標準的に

掲げられています。これは､

｢防水性を有する塗床材を指定

する室以外は､二重床(フリー

アクセス)が望ましく､それら

を機能性ビニルシート系仕上

げとする､出来ない場合は床直

仕上げとして設備を埋め込む｣

と解するのでしょうか､あるい

は｢設備配管部分のみトレンチ

形式でＦＡ床が望ましい､大半

は資料に倣い､こて仕上げのう

え､所定の床仕上げでよい｣と

解するのでしょうか､ご教示く

ださい。 

ださい。 

130 ③ 
機 械 設 備

(空調設備) 
27 Ⅱ 6 5 4 ｲ 1 c

各室単位での温湿度整合が出

来るシステムとありますが､湿

度コントロールが全室対応と

考えてよろしいでしょうか。 

湿度に関する特記がない一般

的な部屋については､その湿度

については成り行きとしま

す。 

131 ③ 
空 調 設 備

(空調能力) 
27 Ⅱ 6 5 4 ｲ 1 d

換気に伴う外気導入量を十分

考慮し､…空調機能力等の仕様

を決定となっており､別表 2 で

給気は送風機＋フィルタユニ

ットとなっている室がありま

すが､直接給気は室内で完全混

合と考えてよろしいでしょう

か。 

お考えのとおりです。 

132 ③ 

換 気 方 式

(実験用排

気装置) 

28 Ⅱ 6 5 4 ｲ 2 b ⅳ

排気装置 1 台に対し､スクラバ

ー1 台となっていますが､同室

同系統等の条件によれば､スク

ラバーを集約化することはで

きますでしょうか。 

スクラバーを集約することは

できません。 

133 ③ 

換 気 方 式

(実験用排

気装置) 

28 Ⅱ 6 5 4 ｲ 2 b ⅳ

排気装置 1 台に対し､給気ファ

ン 1 台と外気処理空調機 1 台

を設置するように読めますが､

どちらか 1 台でよろしいでし

ょうか。 

お考えのとおりです。 

134 ③ 機 械 設 備 28 Ⅱ 6 5 4 ｲ 2 b ⅳ 排気装置は別表 3 に記載され 前段についてはご質問のとお



 （２２）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

(換気設備) ている居室外への設置はない

と考えてよろしいでしょう

か。また､これらの排気装置に

対し給気ファン､排気ファン､

スクラバー等が 1 対 1 対応と

なっていますが､屋上部分にそ

れら全点数機器を平置き可能

と考えてよろしいでしょう

か。平置き出来ない場合､2 段

積み等の他の提案を行ってよ

いと考えてよろしいでしょう

か。 

りです。なお､屋上部分での配

置方式(平置き､2 段積み等)に

ついては､入札参加者の提案に

よるものとします。 

135 ③ 
機 械 設 備

(換気設備) 
28 Ⅱ 6 5 4 ｲ 2 b ⅶ

耐食性のある排気ダクトとあ

りますが､貴大学で行われる実



 （２３）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

と考えてよろしいでしょう

か。 





 （２５）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

154 ③ 
多目的ラウ

ンジ 
36 Ⅱ 7 1 3 ｴ 2 

飲食店の厨房器具は事業者工

事に含まれていないと考えて

よろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

155 ③ 

荷物積込場

及びエプロ

ン 

37 Ⅱ 7 1 3 ｵ 5 

荷物積込場との間にガラスの

間仕切りとありますが､資料 1

8 では記入されていないよう

に見受けられます。意図とし

ては､資料 18 の 1 階プラン､展

示という文字左側の点線あた

りと考えてよろしいでしょう

か。 

そして｢開放｣の程度は部分的

ではなく､全開に近いものと考

えてよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

156 ③ 
講堂 (床部

分) 
37 Ⅱ 7 1 3 ｶ 3 

～階段床部分と平土間部分と

ありますが､こちらのイメージ

とずれがあるといけないので､

それぞれの語をもう少し詳し

く解説いただけますでしょう

か。また､固定椅子･机にはマ

イク等の設備の設置はお考え

でしょうか。 

階段床部分とは､階段状の床に

座席が設置してある部分のこ

とです。平土間部分とは､平ら

な床に座席が設置してある部

分のことです。設備について

は､要求水準書のとおりです。

157 ③ 
講堂 (音響

特性) 
37 Ⅱ 7 1 3 ｶ 10 

講堂の音響性能に関し｢講義と

音楽の両方に対応できるよう､

簡便な残響可変ができること｣

とありますが､これは両方の利

用目的を想定した性能を備え

たうえで､｢大掛かりではない

範囲で残響可変を考える｣とい

う意味と捉えてよろしいでし

ょうか､あるいは具体的な音響

目標数値や残響可変目標値が

ありましたらご教示くださ

い。 

お考えのとおりです。音響性

能として､大掛かりな装置や設

備を整備するのではなく､簡便

な装置や設備の整備でもって

残響可変を考えるという意味

です。 



 （２６）

質問項目・記載位置 
番 



 （２７）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 



 （２８）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

り､行った場合には､提出図書

に含める｣という意味でしょう



 （２９）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

務時間教えてください。 



 （３０）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

182 ③ 
作業従事者

の要件等 
48 Ⅲ 4 1    

｢ＲＩ施設の負圧空調管理及び

クリーンルームにおける清浄

度管理は大学側の施設管理業

務とする。｣とのことですが､

ＲＩ施設の負圧空調管理する

ために必要と考えられる排風

機等及びＲＩ施設に付属する

設備の保守も大学側の業務に

含むと考えてよろしいのでし

ょうか。 

お考えのとおりです。 

183 ③ 
作業従事者

の要件等 
48 Ⅲ 4 1    

｢ＲＩ施設の負圧空調管理及び

クリーンルームにおける清浄

度管理は大学側の施設管理業

務とする。｣とのことですが､

電離放射線障害防止規則にあ

るＲＩ施設の作業環境測定に

関しても､大学側の業務に含む

ものと考えてよろしいのでし

ょうか。 

お考えのとおりです。 

184 ③ 
作業従事者

の要件等 
48 Ⅲ 4 1    

｢ＲＩ施設の負圧空調管理及び

クリーンルームにおける清浄

度管理は大学側の施設管理業

務とする。｣とのことですが､

クリーンルームにおける清浄

度管理とは､清浄度管理するた

めに必要と考えられる空調機

等及びに付属する設備の保守

も大学側の業務に含むと考え

てよろしいのでしょうか。 

お考えのとおりです。 

185 ③ 

設備保守管

理 

業務の対象 

48 Ⅲ 4 1    

ＲＩ設備および海水設備の維

持管理業務要求水準(業務範

囲)についてご教示ください。

ＲＩ設備及び海水を扱う設備

の維持管理は､本事業における

事業者の業務範囲外としま

す。 

186 ③ 

設備保守管

理業務 (要

求水準) 

48 Ⅲ 4 2 3   

｢保全業務標準仕様書｣に該当

するものは基づき保守･点検を

行うこととありますが､具体的

な点検内容や回数は､事業者の

提案と考えてよろしいでしょ

うか。 

お考えのとおりです。 

187 ③ 

設備保守管

理業務 (要

求水準) 

48 Ⅲ 4 2 3   

『保全業務標準仕様書(文部科

学省大臣官房文教施設部)』に

基づく保守･点検とあります

が､周期などは参考とすること

で､要求水準を満たされれば周

期などは変更が可能と理解し

お考えのとおりです。 





 （３２）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 



 （３３）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

203 ④ 
評価項目及

び評価基準 
4  4 2 1   b ⅱ

専任で配置する技術者の設計

実績が本事業に活用できる事

項とは､設計施設内容が本事業

に類似していることであり､Ｒ

Ｉ実験施設以上を持つ研究施

設と考えてよろしいでしょう

か。 

専任で配置する管理技術者及

び主任担当技術者の設計実績

が本事業に活用できる事項は､

入札説明書 8(1)3)ア⑤の a･b

を満たしている必要はなく､入

札参加者の判断で選定するも

のとします。 

204 ④ 
評価項目及

び評価基準 
5  4 2 1   c ⅱ

施工にあたる者がその施工実

績が本事業に活用できる事項

とは､施工施設内容が本事業に

類似していることであり､ＲＩ

実験施設以上を持つ研究施設

と考えてよろしいでしょう

か。 

建設に当たる者の施工実績が

本事業に活用できる事項は､入

札説明書 8(1)3)イ③の a･b を

満たしている必要はなく､入札

参加者の判断で選定するもの

とします。 

205 ⑤ 

<第 8 条> 

事業契約不

調の場合の

処理 

2  8     



 （３４）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

…｣も記載により明らかです。

207 ⑥ 
<第 1 条> 

定義 
3 1 1     

｢本契約｣には､事業契約書(案)

に関する第 1 回及び第 2 回質

問回答書の内容が含まれると

理解してよろしでしょうか。 

事業契約書(案)に関する質問

について､お考えのとおりです

が､｢本契約｣には｢第 1 回及び

第 2 回質問回答書(事業契約書

(案)に関する質問に限る。)｣

のうち､｢本契約｣に反映させる

のが適当なものについては､こ

れを反映させることに留意し

てください。 

208 ⑥ 

<第 8 条> 

( 履行保証

金) 

5 2 8     

履行保証保険契約の締結は必

須条件でしょうか。必須条件

ではないとした場合､代替とし

て､同等の保証内容を備える保

証方法について事業者側で検

討することは可能でしょう

か。 

事業契約書(案)第 8 条の｢履行

保証保険契約の締結｣は､必須

の事項です。 

209 ⑥ 
<第 8 条> 

履行保証金 
5 2 8 1    

履行保証保険にかわり､金融機

関による保証や保証会社によ

る保証も許容されますでしょ

うか。 

履行保証保険契約としてくだ

さい。 

210 ⑥ 
<第 8 条> 

履行保証金 
5 2 8 

1 

2 

3 

4 

   

履行保証保険と同等の内容で

あれば､金融機関や保証事業会

社の保証でも差し支えないで

しょうか。 

履行保証保険契約としてくだ

さい。 



 （３５）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

214 ⑥ 
<第 14 条> 

設計の完了 
8 3 14 4    

事業者が提出する工事費内訳

明細書等は大学及び事業者を

拘束するものではないとあり

ますが､どのような意味でしょ

うか。 

事業契約書(案)第 14 条第 4 項

の｢拘束するものではない｣と

は､各項目間での調整(入り繰

り)を認めるとともに､事業契

約の各条項に基づく増加費用

等の算出に当たっては､参考と

して取り扱うという趣旨で

す。 

215 ⑥ 

<第 18 条> 

第三者への

委託等 

9 4 18 2    

｢第 1 項に記載する者以外の

者｣とは､事業者から直接工事

を請負う者を指し､事業者が直

接工事を請負わせる者から工

事の下請けをする者は含まれ

ないとの理解でよろしいでし

ょうか。 

お考えのとおりです。 

216 ⑥ 

<第 20 条> 

建設場所の

管理 

9 4 20 3    

大学の責めに帰すべき事由に

より追加の費用が発生した場

合は大学がその費用を負担す

るということでよろしいでし

ょうか。 

お考えのとおりですが､建設場

所の管理は事業者が行うもの

であり､ご質問のようなケース

は生じないものと考えていま

す。 

217 ⑥ 

<第 21 条> 

建設に伴う

各種調査 

10 4 21 5    

事業者の責めに帰すべき事由

によらない土壌汚染の処理費

用等については､平成 19 年 4

月 9 日付け｢東京大学(海洋研)

総合研究棟施設整備等事業実

施方針｣P21 添付資料 1 リスク

分担表(案)№20 に基づき､大

学の負担と考えてよろしいで

しょうか。 

ご質問の土壌汚染は､事業契約

書(案)第 12 条第 2 項の｢本件

土地の瑕疵｣又は第 21 条第 5

項の｢通常予期し得ない地中障

害物｣に相当するものとし､そ

の費用については第 12 第 3 項

によるものとします。 

218 ⑥ 

<第 22 条> 

本件施設の

建設に伴う

近隣対策等 

10 4 22     

近隣対策に関して､事業内容及

び事業に関する説明は大学が

行い､工事に関する説明は事業

者が行うという理解でよろし

いでしょうか。 

原則として､お考えのとおりで

す。 

219 ⑥ 

<第 23 条> 

備品の整備

･搬入 

10 4 23 2    

実施方針に方針に関する質問

回答№123 において､｢引越し

作業に関する事業者の業務範

囲については､入札説明書等で

具体的に提示する｣とあります

が､事業契約書(案)第 23 条第

2 項に定めるスケジュールの

調整等の大学が別途発注する

備品の搬入への協力以外には

ないと理解してよろしいでし

ょうか。 

原則としてお考えのとおりで

すが､事業契約書(案)第 23 条

第 2 項の｢大学が別途発注する

備品の搬入作業｣には､現海洋

研究所から移設する備品を含

むとともに､当該備品の据付け

についても含まれるものとし

ます。 



 （３６）

質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 

Ⅰ

章

1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

220 ⑥ 

<第 23 条> 

備品の整備

･搬入 

10 4 23 2    

備品の搬入により､事業者の協

力の合理的範囲を超えて事業

者に追加費用及び損害は発生

した場合には､その追加費用及

び損害は大学が負担するもの

と理解してよろしいでしょう

か。 

追加費用及び損害の帰責事由

とともに､大学と事業者との協

議によるものとします。 

221 ⑥ 

<第 25 条> 

大学による

中間確認及

び建設現場

立会い等 

11 4 25 2    

｢最大限の協力｣とありますが､

事業者は合理的に可能な範囲

で｢最大現の協力｣を行えば足

りるとの理解でよろしいでし

ょうか。 

お考えのとおりです。 

222 ⑥ 

<第 27 条> 

大学による

本件施設の

完成確認 

12 4 27 1    

｢事業者による前条の完成検査

の終了後､本件施設の引渡しに

先立ち､以下の方法により施設

ごとに完成確認を実施する｣と

ありますが､完成確認は､事業

者による完成検査後遅滞なく

行われると考えてよろしいで

しょうか。 

お考えのとおりです。 

223 ⑥ 

<第 29 条> 

大学による

本件施設の

維持管理業

務体制確認 

12 4 29     

｢大学は､本件施設の引渡しに

先立ち､要求水準書との整合性

の確認のため､本件施設の維持

管理業務の実施体制の確認を

行うものとする。｣とあります

が､当該確認は､事業者による

通知の後､遅滞なく行われると

考えてよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

224 ⑥ 

<第 33 条> 

工期変更等

の場合の費

用負担 

13 4 33 1 1   

｢合理的な範囲｣とは､具体的に

どのような範囲でしょうか。 

工期変更等に起因して相当因

果関係の範囲内で生じたと認

められる増加又は追加費用を

想定していますが､具体的には

個別的に定めます。 

225 ⑥ 

<第 33 条> 

工期変更等

の場合の費

用負担 

13 4 33 1 3   

｢合理的な範囲｣とは､具体的に

どのような範囲でしょうか。 

工期変更等に起因して相当因

果関係の範囲内で生じたと認

められる増加又は追加費用を

想定していますが､具体的には

個別的に定めます 

226 ⑥ 

<第 34 条> 

建設工事中

に事業者が

第三者に及

ぼした損害 

13 4 34 2    

工事の施工に伴い通常避ける

ことができない理由により生

じた損害に関しては､東京大学

工事請負契約要領別記第 1 号

工事請負契約基準第 28 第 2 項

と同様に､発注者の負担として

原案のとおりとします。 
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質問項目・記載位置 
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号 
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ⅰ

－

質問内容 回  答 

され､第 10 章が適応されるの

ではないでしょうか。 
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質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 

契約書類→ 

頁 

頁 
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1 

条 

(1) 

項 

1) 

号 

ｱ 

－ 

① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

及び範囲については､以上の趣

旨を踏まえた上での入札参加

者の提案によるものとしま

す。 

238 ⑥ 
<第 50 条> 

支援業務等 
17 5 50 2    

｢調査･検討･提言｣の具体的な

内容､範囲を明示していただけ

ますでしょうか。 

本事業では､施設の維持管理･

運営に伴うコストの削減(省力

化､省修繕化､省エネルギー化

等)を重要視しており､入札参

加者の積極的な提案を期待し

ているところです。また､それ

らの提案を具体的かつ有効な

ものとするためには､維持管理

の段階における専門的な立場

からの定期的な支援､調査･検

討､提言が必要と考えていま

す。事業契約書(案)第 50 条の

｢支援業務等｣の具体的な内容

及び範囲については､以上の趣

旨を踏まえた上での入札参加

者の提案によるものとしま

す。 

239 ⑥ 

<第 52 条> 

第三者によ

る実施 

18 5 52 2    

｢第 1 項に記載する者以外の

者｣とは､事業者から直接業務



 （４０）

質問項目・記載位置 
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号 

書 

類 一般書類→ 
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質問項目・記載位置 
番 

号 

書 

類 一般書類→ 
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号 
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① 

－ 

a

－

ⅰ

－

質問内容 回  答 

修繕 は､…｣の具体的な修繕内容を

ご教示下さい。 

修繕を行う場合｣とは､当該修

繕及び修繕の結果が､海洋研究

所の研究教育活動に直接的に

影響を与えるものを想定して

いますが､これに限るものでは

ありません。 

248 ⑥ 

<第 63 条> 

契約期間満

了時の検査 

20 7 63 2    

｢検査において事業者が修繕又

は補修等をすべき箇所が発見

された場合､｣とありますが､建

物を長期間使用する上での通

常の劣化､汚れ､褪色等はこの

箇所に含まれないと考えてよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

249 ⑥ 

<第 64 条> 

契約の早期

終了 

21 7 64 1 3   

｢12,500,000 円｣の金額基準の

設定の理由を教えていただけ

ないでしょうか。 

大学が事業者に支払う維持管

理費相当のおおむね 1 回分の

金額としています。 

250 ⑥ 

<第 68 条> 

引渡前の解

除の効力 

22 7 68 1    

｢出来高部分｣について､『出来

高部分(倒壊部分､調達済みの

資材､および設計図書の出来高

部分を含む。以下同じ。)』と

変更させていただきたいと思

います。 

原案のとおりとします。大学

が事業者より買い受ける(引渡

しを受ける)のは､あくまでも

出来高部分であり､ご質問の趣

旨と考えられる事項は､事業契

約書(案)第 70 条第 4 項､第 5

項､第 6 項の規定によるものと

考えます。 
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質問内容 回  答 

引渡前の解

除の効力 

業者に対して支払う｣とありま

すが､事業者に帰責のない場合

なので､遅くとも入札説明書 P

33 別紙 2(1)2)アに定められる

支払予定期日までに支払われ

ることとしていただけないで

しょうか。 

 

に､｢支払日までの利息を付し､

一括又は分割払いにより事業

者に対して支払う。｣を｢支払

日までの利息を付し､一括又は

本契約の解除前の支払スケジ

ュールに従って支払うものと

する。｣に変更します。 

255 ⑥ 

<第 68 条> 

引渡前の解

除の効力 

22 7 68 5    

｢分割払い｣となる場合､適用さ

れる金利率はどのようになり

ますでしょうか。 

支払日までの利息に適用する

金利は､市中金利を参考にし､

大学と事業者で協議して決め

るものとします。 

256 ⑥ 

<第 68 条> 

引渡前の解

除の効力 

22 7 68 6    

｢第 1 項の規定に関わらず､｣と

ありますが､｢第 1 項及び第 2

項｣ではないでしょうか。 

事業契約書(案)第 68 条第 2 項

は､大学による出来高部分の買

い受けを義務付けているもの

でないことから､同条第 6 項は

原案のとおりとします。 

257 ⑥ 

<第 69 条> 

引渡後の解

除の効力 

23 7 69 4    

｢引継ぎ｣に要する費用は､事業

契約書(案)第 70 条第 4 項の損

害に含まれると考えてよろし

いでしょうか。 

お考えのとおりです。 

258 ⑥ 
<第 70 条> 

違約金等 
23 7 70 1 2   

引渡後の解除における違約金

について､｢100 分の 20｣を｢100

分の 10｣に変更していただけ

ないでしょうか。 

原案のとおりとします。 

259 ⑥ 
<第 70 条> 

違約金等 
23 7 70 4    

大学の債務不履行(65 条 2 項)

や大学による任意解除(66 条)
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質問内容 回  答 

関係書類の

引渡し等 

3 る書類の中に第三者の著作物

が存在する場合､大学が自由に

書類を使用することはできな

いこともありますので別途協

議とさせていただきたいと思

います。 

契約書(案)第 72 条第 2 項に規

定する使用ができるよう､同条

第 3 項に従い､事業者は必要な

措置をとってください。 

262 ⑥ 

<第 79 条> 

協議及び追

加費用の負

担 

26 10 79 1    

｢追加費用の負担について協議

しなければならない。｣とあり

ますが､負担の割合に関して

は､事業契約書(案)別紙 9 に従

うと考えてよろしいでしょう

か。 

お考えのとおりです。 

263 ⑥ 

<第 82 条> 

公租公課の

負担 

26 11 82     

｢消費税相当額｣とありますが､

『消費税相当額(消費税法(昭

和 63 年法律第 108 号)に定め

る税)及び地方消費税相当額

(地方税法(昭和 25 年法律第 2

26 号)第 2 章第 3 節に定める

税)』と変更してください。 

原案のとおりとします。なお

｢消費税｣の定義は､事業契約書

(案)第 1 条第 1 項第 15 号で行

っています。 

264 ⑥ 

<第 84 条> 

関係者協議

会 

27 11 84 1    

｢関係者協議会を設置｣とあり

ますが､開催頻度はどの程度で

しょうか。 

関係者協議会の開催は､大学と

事業者の協議により決めるも

のとしますが､東京大学の先行

ＰＦＩ事業においてはおおむ

ね 2 回/年の頻度で開催してい

ます。 

265 ⑥ 

<第 85 条> 

財務書類の

提出 

27 11 85     

｢監査報告｣とありますが､具体

的にどのようなものを想定さ

れておりますでしょうか。財

務書類のご説明を行うことで

よろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

266 ⑥ 
<第 86 条> 

秘密保持 
27 11 86     

｢本件事業に関して知り得た相

手方の秘密｣とありますが､秘
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